
第 2 回文化財保存活用地域計画フォーラム 

「古文書からみる三春　－『三春の宝物』再発見！－」　次第 

 
日時 令和 6 年 12 月 14 日（土） 

午前 10 時～12 時 
場所 三春町自然観察ステーション 

 

１．開　会 

２．歴史民俗資料館長あいさつ 

３．基調講演　「古文書からみる三春」　 

講師：小松賢司氏（福島大学　人間発達文化学類教授） 

４．質疑・意見交換　 

５．閉　会 

 

配付資料 
・古文書からみる三春―『三春の宝物』再発見！― 
・史料 
・地域総がかりでつくる文化財保存活用地域計画 
・三春町の文化財 
・三春町文化財保存活用地域計画フォーラム　ご意見シート 



2024 年度第２回　三春町文化財保存活用地域計画フォーラム　　　　　　　　　　　2024 年 12月 14 日 

於、三春町自然観察ステーション研修室 
 

古文書からみる三春　―『三春の宝物』再発見！― 

 
小松賢司　 

（三春町文化財保護審議会委員・福島大学） 

 

○日本近世社会＝文書主義社会 

▶ 文書主義を生み出した近世社会の特質 

①兵農分離と村請制 

兵農分離：兵（武士）と農（百姓）を身分的にも生活空間的にも明確に分離する政策 

→武士は城下町に集住／百姓が住む村に武士は不在（村＝百姓の世界） 

村請制：兵農分離の下で武士が百姓を支配するための仕組み。村に住む百姓の代表者であ

る村役人（町の場合は町役人）に、支配に関する業務を請け負わせ、連帯責任制によっ

て業務を完遂させた。一方で村の運営に武士は基本的に関与せず、百姓たちの自治にゆ

だねられた。 

②官僚制　→引継ぎ文書、業務日誌、判例の蓄積 

③商品経済の発展　→契約書・証文、帳簿、訴訟になった際の証拠 

⇒特に村役人・町役人を勤めた家には大量の近世古文書が伝来する 

 

 

 

 

 

 

 

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　近世期に村(町)役人を勤めた旧家には、 

　①近世期の村方(町方)文書 

　②近世期の家文書 

　③近代以降の家文書 

の３種類が伝来する。 

 

　▶ 村請制により村役人・町役人が請け負う主な業務 

　　　・年貢等の徴収 

　　　・人別改と出生・死失・転入・転出の報告 

　　　・領主が出した法令等の周知 

　　　・村人(町人)が領主に提出する届や願書の取次ぎ 

　　　　　・この他、藩から特別な業務を任される家もある 

　　　　　・特に城下町の町役人は特別な業務を担うことが多い 



『
和
漢
三
才
図
会
１
８
（
東
洋
文
庫
５
３
２
）
』（
平
凡
社
１
９
９
１
年
）
よ
り
転
載

『詳説日本史図録』（山川出版社）より転載
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史
料
１　

享
保
１
４
年
（
１
７
２
９
）
６
月 

「
御
薬
草
御
用
御
宿
入
目
書
上
帳
」 

（
川
又
家
文
書
５-

２
８
） 

（
表
紙
） 

「　
　

享
保
十
四
年 

　
　
　

御
薬
草
御
用
御
宿
入
目
書
上
帳 

　
　
　

酉
六
月　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」 

 

阿
部
友
之
進
様
御
賄
、
御
上
下
四
人 

酉
六
月
朔
日
之
晩
御
献
立 

 　

酒
浸　

鯛　
　
　
　
　
　
　

汁　

鯛 

　
　
　
　

か
ら
す
み　
　
　
　
　
　

竹
の
子 

　
　
　
　

ま
す　
　
　
　
　
　
　
　

わ
ら
ひ 

　
　
　
　

あ
わ
ひ　
　
　
　
　
　
　

し
ひ
た
け 

　
　
　
　

よ
り
か
つ
ほ 

　
　
　
　

た
で 

　
　
　
　

く
り 

　
　
　

か
う
の
物　

ふ
り 

　

す
ま
し 

　

煮
物　

山
い
も 

　
　
　
　

包
玉
子　
　
　
　
　
　
　

め
し 

　
　
　
　

し
み
こ
ん
に
や
く 

　
　
　
　

き
ん
こ 

　
　
　
　

焼
く
り 

 　
　

引
而 

　
　
　
　

焼
物　
　

た
な
こ 

　
　
　
　
　
　
　
　

か
け
酒 

　
　
　
　

あ
へ
物　

し
ゝ
た
け 

　
　
　
　
　
　
　
　

ご
ま 

　

酒　
　

さ
か
な 

　
　
　
　

一
、
す
り
す
る
め 

　
　
　
　

一
、
小
く
し　

黒
か
ら 

　
　
　
　

御
く
わ
し　

ま
ん
ち
う 

　
　
　
　
　
　
　
　
　

干
く
わ
し 

   

 　
　

同
夜 

　

花
か
つ
ほ 

　

梅
漬　
　
　
　
　
　
　
　

温
飩 

　

こ
せ
う 

　
　
　

御
吸
物　

あ
い
な
め 

　

酒　

さ
か
な 

　
　
　

一
、
重
物　

生
ふ
し 

　
　
　
　
　
　
　
　

竹
の
子 

 　
　
　

同
二
日
朝 

　

ふ
わ
／
＼　
　
　

汁　

鴨 
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
こ
ん 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

わ
ら
ひ 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

し
め
し 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

し
そ 

　

か
う
の
物　

ふ
り　
　
　

め
し 

 　
　
　

引
而 

　
　

焼
物　

ま
す 

　
　
　
　
　

か
け
酒 

　
　

す
ま
し 

　
　

し
ゆ
ん
か
ん　

竹
の
子 

　
　
　
　
　
　
　
　

山
い
も 

　
　
　
　
　
　
　
　

く
し
こ 

　
　
　
　
　
　
　
　

し
ひ
た
け 

　
　
　
　
　
　
　
　

こ
ん
ふ 

　
　
　
　
　
　
　
　

か
ん
ひ
や
う 

　
　
　
　
　
　
　
　

枝
さ
ん
せ
う 

　
　

浜
焼　
　

か
つ
ほ 

　
　

御
吸
物　

く
す
し
豆
腐 

　
　
　
　
　
　

川
魚 

　

酒　

さ
か
な 

　
　
　

一
、
酒
浸　

鯛 

　
　
　
　
　
　
　
　

ま
す 

　
　
　

一
、
水
貝 

　
　
　
　

御
く
わ
し　

干
菓
子 
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同
二
日
之
晩 

　

す
ま
し 

　

平
物　

に
し
め
ふ　
　
　

汁　

す
ゝ
き 

　
　
　
　

竹
の
子　
　
　
　
　
　

牛
蒡 

　
　
　
　

わ
ら
ひ　
　
　
　
　
　

ふ
き 

　

か
う
の
物　

ふ
り　
　
　

め
し 

　
　
　

引
而 

　
　
　
　
　

か
は
焼　
　

う
な
き 

　
　

森
ま
ぜ 

　
　
　
　

塩
あ
ぢ 

　
　

あ
へ
物　

竹
の
子 

　
　
　
　
　
　

こ
ま 

　

差
味　

生
ま
す 

　
　
　
　
　

か
ら
し
酢 

　

酒
肴 

　
　

一
、
生
ふ
し 

　
　

御
く
わ
し　

干
菓
子 

 　
　
　
　

（
中
略
） 

 　
　

右
之
御
賄
入
目
之
覚
幷
諸
色
入
方 

一
、
四
百
五
拾
文　

鯛
三
枚　
　
　

一
、
百
八
拾
文 

生
鱒
壱
本 

一
、
三
百
七
拾
五
文　

塩
鱒
弐
本　

一
、
百
文　
　
　

鮑
五
盃 

一
、
百
七
拾
五
文　

鰹
ふ
し
七
ツ　

一
、
四
拾
弐
文　

竹
の
子 

一
、
三
十
五
文　

漬
わ
ら
ひ
五
把　

一
、
八
十
五
文　

し
ひ
た
け 

一
、
七
拾
文　

山
い
も
四
本　
　
　

一
、
五
拾
文　
　

玉
子
廿 

一
、
十
八
文　

氷
こ
ん
に
や
く　
　

一
、
八
十
四
文 

き
ん
こ
六
つ 

　
　
　
　

（
中
略
） 

一
、
十
五
文　
　
　

葛
粉　
　

一
、
拾
七
文　
　
　

せ
う
か 

一
、
五
十
文　
　
　

寒
晒
粉　

一
、
四
十
文　
　
　

さ
と
う 

一
、
五
文　
　
　
　

き
な
こ　

一
、
十
五
文　
　
　

か
ら
す
み 

一
、
八
文　
　
　
　

か
ら
し　

一
、
拾
四
文　
　
　

酢 
一
、
十
弐
文　
　
　

塩　
　
　

一
、
九
拾
文　
　
　

醤
油 

一
、
四
百
五
拾
文　

薪　
　
　

一
、
七
十
文　
　
　

白
は
し
二
袋 

一
、
五
文　
　
　
　

松
は
し　

一
、
百
六
十
五
文　

水
油
七
合
五
勺 

一
、
弐
百
拾
文　
　

茶
三
斤　

一
、
三
百
六
拾
文　

味
噌
九
升 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

一
、
百
三
十
文　
　

た
ま
こ 

一
、
壱
貫
三
十
四
文　

酒
弐
斗
三
升
五
合 

　

〆
六
貫
三
百
五
拾
文 

　
　
　

白
米
八
升
四
合 

　
　

（
後
略
） 
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史
料
２　

「
享
保
六
年
日
記
」（
川
又
家
文
書
Ｊ-

９
） 

　
　
　
　

「
享
保
八
年
月
番
記
録
」（
川
又
家
文
書
Ｊ-

１
） 

　
　
　
　

「
享
保
九
年
日
記
」（
川
又
家
文
書
Ｊ-

８
） 

 

【
享
保
６
年
（
１
７
２
１
）
８
月
４
日
】 

八
月
四
日
、
彦
四
郎
を
大
綱
源
之
進
殿
へ
御
呼
被
仰
渡
候
ハ 

一
、
新
酒
直
段
宜
被
仰
付
候
処
、
直
段
ニ
あ
わ
せ
て
ハ
酒
不
宜

と
御
沙
汰
有
之
候
、
酒
入
念
売
可
申
旨
被
仰
付
候
、
若
悪
敷

致
商
売
仕
候
ハ
ヽ
、
直
段
御
下
ケ
可
被
成
由
ニ
御
座
候
間
、

随
分
能
致
候
様
ニ
酒
屋
へ
触
さ
せ
申
候 

一
、
豆
腐
屋
共
大
豆
下
直
ニ
候
所
、
ち
い
さ
く
料
理
ニ
成
か
ね

候
、
大
豆
之
直
段
相
応
ニ
大
キ
ク
致
売
候
様
ニ
被
仰
付
、
以

肝
煎
を
申
付
候 

 

８
月
４
日
、
（
川
又
）
彦
四
郎
を
大
綱
源
之
進
殿
へ
御
呼
び
、

仰
せ
渡
さ
れ
た
の
は
（
以
下
の
通
り
） 

一
、
新
酒
値
段
は
宜
し
く
仰
せ
付
け
ら
れ
た
と
こ
ろ
、
値
段

に
合
わ
せ
て
し
ま
っ
て
は
酒
（
の
品
質
）
が
宜
し
く
な
い

と
の
御
沙
汰
あ
っ
た
の
で
、
酒
を
入
念
に
（
造
っ
て
）
売

る
よ
う
に
、
と
仰
せ
付
け
ら
れ
た
。
も
し
悪
し
く
造
っ
て

商
売
を
し
た
な
ら
ば
、
値
段
を
御
下
げ
な
さ
る
と
の
こ
と

な
の
で
、
随
分
よ
く
致
す
よ
う
に
酒
屋
へ
触
れ
さ
せ
る
よ

う
に
。 

一
、
豆
腐
屋
ど
も
は
、
大
豆
が
下
値
で
あ
る
に
も
関
わ
ら
ず

（
作
る
豆
腐
が
）
小
さ
く
、
料
理
に
成
り
か
ね
る
の
で
、

大
豆
の
値
段
相
応
に
大
き
く
致
し
て
商
売
す
る
よ
う
に
、

と
仰
せ
付
け
ら
れ
（
た
の
で
）
、
肝
煎
を
も
っ
て
申
し
付
け

る
よ
う
に
。 

  

【
享
保
８
年
（
１
７
２
３
）
６
月
５
日
】 

一
、
豆
腐
之
儀
、
先
月
中
孫
左
衛
門
月
番
之
節
も
被
仰
付
候
所
、

一
切
う
り
人
無
之
候
、
弥
勝
手
ニ
も
罷
成
不
申
、
相
止
候
哉
、

若
又
豆
ふ
仕
候
て
う
り
可
申
候
哉
、
銘
々
書
付
候
て
指
上
候

様
、
五
日
被
仰
付
候
、
肝
煎
共
ニ
右
之
趣
申
遣
候 

 

一
、
豆
腐
の
こ
と
に
つ
い
て
、
先
月
中
、（
川
又
）
孫
左
衛
門

が
月
番
の
節
に
も
仰
せ
付
け
ら
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、

（
豆
腐
に
つ
い
て
）
一
切
売
り
人
が
な
く
、
い
よ
い
よ
勝

手
が
よ
く
な
い
。（
豆
腐
商
売
を
）
辞
め
る
の
か
、
も
し
ま

た
豆
腐
を
作
っ
て
売
る
つ
も
り
な
の
か
、
一
人
一
人
書
付

け
て
差
上
げ
る
よ
う
に
、
と
６
月
５
日
に
仰
せ
付
け
ら
れ

た
の
で
、
肝
煎
ど
も
に
右
の
内
容
を
申
し
遣
わ
し
た 

 

【
享
保
８
年
（
１
７
２
３
）
６
月
１
８
日
】 

　
　

豆
腐
屋
共
書
上
之
覚 

　
　
　
　

大
町　

六
人 

一
、
四
郎
次
、
只
今
直
段
ニ
て
ハ
間
ニ
合
不
申
候
付
、
と
う
ふ

仕
申
間
敷
候 

一
、
清
助
、
御
祭
礼
前
迄
、
夫
過
候
得
ハ
、
麦
小
麦
取
仕
廻
申
候

故
、
盆
過
ゟ
可
仕
候 

一
、
助
次
郎
、
当
月
五
日
迄
仕
候
得
共
、
御
祭
礼
支
度
故
相
止
、

麦
小
麦
取
仕
回
、
盆
過
廿
日
ゟ
可
仕
候 

一
、
徳
平
、
我
等
壱
人
ニ
て
仕
候
へ
共
、
数
多
出
来
不
申
候
得

共
、
毎
日
仕
候 

一
、
長
次
右
衛
門
、
御
祭
礼
過
、
麦
小
麦
取
仕
廻
、
盆
過
廿
日
ゟ

可
仕
候 

　
　
　
　
　
　

（
中
略
） 

　
　

惣
〆　

八
拾
三
人 

 

一
、
四
郎
次　

只
今
の
値
段
に
て
は
採
算
が
合
わ
な
い
の
で
、

豆
腐
は
作
り
ま
せ
ん 

一
、
清
助　

御
祭
礼
前
ま
で
は
（
お
休
み
し
ま
す
）
。
そ
れ
を

過
ぎ
れ
ば
、
麦
・
小
麦
の
収
穫
も
終
わ
る
の
で
、
盆

過
ぎ
か
ら
は
豆
腐
を
作
り
ま
す
。 

一
、
助
次
郎　

今
月
５
日
ま
で
は
豆
腐
を
作
っ
て
い
ま
し
た

け
れ
ど
も
、
御
祭
礼
の
支
度
の
た
め
に
お
休
み
し
ま

し
た
。
麦
・
小
麦
の
収
穫
が
終
わ
っ
て
、
盆
過
ぎ
の

２
０
日
か
ら
豆
腐
を
作
り
ま
す
。 

一
、
徳
平　

私
は
１
人
で
豆
腐
を
作
っ
て
お
り
、
多
く
は
作

れ
ま
せ
ん
が
、
毎
日
作
り
ま
す
。 

一
、
長
次
右
衛
門　

御
祭
礼
が
過
ぎ
、
麦
小
麦
の
収
穫
が
終

わ
っ
て
、
盆
過
ぎ
の
２
０
日
か
ら
豆
腐
を
作
り
ま
す
。 
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【
享
保
８
年
（
１
７
２
３
）
７
月
１
２
日
】 

七
月
十
二
日 

一
、
大
町
四
郎
次
申
出
候
ハ
、
当
日
上
御
台
所
江
御
呼
、
川
井

吉
左
衛
門
殿
被
仰
渡
候
者
、
御
用
豆
腐
之
儀
、
勝
手
ニ
逢
不

申
由
ニ
て
相
止
候
、
然
所
ニ
脇
之
豆
腐
御
前
御
用
ニ
立
不
申

候
ニ
付
、
右
之
通
申
上
候
得
者
、
御
相
談
之
上
、
其
方
ニ
被

仰
付
候
、
一
日
ニ
弐
拾
挺
ツ
ヽ
前
日
指
上
可
申
候
、
直
段
三

文
宛
ニ
被
仰
付
候
、
依
之
御
用
之
儀
ニ
御
座
候
間
、
御
請
申

上
候
、
右
之
趣
御
奉
行
様
へ
申
上
度
罷
出
候 

 

一
、
大
町
四
郎
次
が
申
し
出
た
の
は
（
以
下
の
通
り
）。 

　

今
日
、
上
御
台
所
へ
呼
ば
れ
て
、
川
井
吉
左
衛
門
殿
に
仰

せ
渡
さ
れ
た
の
は 

「
御
用
豆
腐
に
つ
い
て
、（
あ
な
た
は
）
勝
手
に
合
わ
な
い
（
採

算
が
合
わ
な
い
）
と
の
理
由
で
作
る
の
を
止
め
た
。
し
か

し
、
脇
の
（
他
の
）
豆
腐
で
は
御
前
御
用
に
立
た
な
い
の

で
、（
あ
な
た
が
）
右
の
よ
う
に
申
し
上
げ
た
の
で
あ
れ
ば
、

御
相
談
の
う
え
で
、
あ
な
た
に
仰
せ
付
け
る
。
１
日
に
２

０
丁
づ
つ
、
前
日
に
差
し
上
げ
る
こ
と
。
値
段
は
３
文
づ

つ
に
仰
せ
付
け
る
」 

　

こ
の
よ
う
に
仰
せ
渡
さ
れ
た
の
で
、
御
用
の
こ
と
で
御
座

い
ま
す
の
で
、
御
受
け
申
し
上
げ
ま
す
。
右
の
趣
、
御
奉

行
様
へ
申
し
上
げ
た
く
（
こ
ち
ら
へ
）
伺
い
ま
し
た
。 

  

【
享
保
８
年
（
１
７
２
３
）
８
月
２
６
日
】 

廿
六
日 

一
、
豆
腐
之
儀
、
先
達
而
弐
銭
宛
ニ
相
払
候
様
ニ
被
仰
付
候
所
、

頃
日
ハ
あ
つ
ら
い
豆
腐
の
よ
し
ニ
て
、
四
銭
ツ
ヽ
相
払
申
候

由
、
被
仰
付
候
を
も
背
同
前
ニ
候
、
向
後
ハ
固
以
あ
つ
ら
い

豆
腐
仕
ま
し
く
候
、
尤
弐
銭
ツ
ヽ
ニ
相
払
申
候
様
、
又
々
急

度
可
申
付
候
旨
、
今
日
被
仰
付
候
間
、
六
丁
肝
煎
共
召
呼
急

度
申
渡
、
と
う
ふ
や
共
ニ
き
か
せ
候
様
申
付
候 

 

一
、
豆
腐
に
つ
い
て
、
先
だ
っ
て
、
２
文
づ
つ
に
て
売
る
よ

う
に
仰
せ
付
け
ら
れ
た
と
こ
ろ
、
最
近
は
「
あ
つ
ら
い
豆

腐
」
と
い
っ
て
、
４
文
づ
つ
に
て
売
っ
て
い
る
と
の
こ
と
。

仰
せ
付
け
に
背
く
も
同
前
で
あ
る
。
今
後
は
ま
ず
も
っ
て
、

「
あ
つ
ら
い
豆
腐
」
を
作
ら
な
い
こ
と
。
も
っ
と
も
、
２

文
づ
つ
に
て
売
る
よ
う
に
、
ま
た
ま
た
厳
し
く
申
し
付
け

る
、
と
の
旨
を
今
日
仰
せ
付
け
ら
れ
た
の
で
、
六
町
の
肝

煎
ど
も
を
召
し
呼
ん
で
厳
し
く
申
し
渡
し
、
豆
腐
屋
ど
も

に
聞
か
せ
る
よ
う
に
申
し
付
け
た
。 

 

【
享
保
８
年
（
１
７
２
３
）
９
月
２
６
日
】 

　
　
　

豆
腐
商
売
之
儀
、
先
達
而
大
豆
下
直
ニ
付
而
、
直
段
弐

銭
ニ
申
付
候
所
、
大
豆
直
段
高
直
ニ
候
間
、
四
銭
ニ
申

付
候
、
古
来
之
通
大
サ
四
寸
四
方
、
高
サ
弐
寸
ニ
可
致

候
、
右
之
寸
法
相
違
仕
候
ハ
ヽ
、
過
料
可
申
付
候
間
、
其

旨
可
相
心
得
候
、
以
上 

 

右
之
通
今
日
御
年
寄
中
よ
り
可
申
付
旨
、
急
度
相
守
少
茂
相
違

無
之
様
ニ
可
被
申
付
候
、
尤
右
之
寸
法
ニ
違
候
て
売
候
者
在
之

候
ハ
ヽ
、
過
料
弐
貫
文
宛
可
為
出
之
候
、
此
寸
法
ニ
て
間
ニ
合

か
ね
候
ハ
ヽ
、
相
止
候
様
ニ
可
申
付
候 

 

　
　
　

豆
腐
売
り
に
つ
い
て
、
先
だ
っ
て
大
豆
下
値
に
つ
き
、

値
段
を
２
文
に
申
し
付
け
た
と
こ
ろ
、
大
豆
値
段
が
高

値
に
な
た
の
で
、
４
文
に
申
し
付
け
る
。
古
来
の
通
り
、

大
き
さ
は
４
寸
四
方
、
高
さ
２
寸
に
致
す
よ
う
に
。
右

の
寸
法
と
相
違
し
て
い
た
ら
、
過
料
を
申
し
付
け
る
の

で
、
そ
の
旨
を
心
得
る
よ
う
に
。 

 

右
の
通
り
、
今
日
、
御
年
寄
中
よ
り
申
し
付
け
る
と
の
こ
と
。

必
ず
守
り
、
少
し
も
相
違
の
無
い
よ
う
に
申
し
付
け
な
さ
い
。

も
っ
と
も
、
右
の
寸
法
に
違
っ
て
売
る
者
が
あ
れ
ば
、
過
料

２
貫
文
づ
つ
を
出
さ
せ
る
。
こ
の
寸
法
に
て
採
算
が
合
わ
な

い
の
で
あ
れ
ば
、（
豆
腐
売
り
を
）
止
め
る
よ
う
に
申
し
付
け

る
。 
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【
享
保
８
年
（
１
７
２
３
）
１
１
月
２
５
日
】 

　
　
　

乍
恐
以
書
付
奉
願
上
候
事 

一
、
豆
腐
之
儀
、
寸
法
を
以
四
銭
ニ
被
仰
付
被
下
難
有
奉
存
候
、

依
之
寸
法
豆
腐
皆
々
寄
合
拵
見
申
所
ニ
、
存
知
外
元
ニ
入
、

殊
ニ
大
豆
茂
高
直
ニ
罷
成
候
得
者
、
弥
以
渡
世
ニ
不
相
成
迷

惑
仕
候
、
先
達
而
被
仰
付
候
ニ
も
間
ニ
不
合
者
は
無
用
ニ
被

仰
出
候
得
共
、
外
ニ
渡
世
見
替
可
申
様
も
不
相
成
者
共
ニ
御

座
候
間
、
何
と
そ
御
慈
悲
ヲ
以
、
四
寸
ニ
弐
寸
之
寸
法
ニ
御

座
候
ハ
ヽ
、
直
段
御
上
ケ
被
成
下
候
と
も
、
亦
者
四
銭
豆
腐

ニ
御
座
候
者
、
右
寸
法
小
ク
被
仰
付
被
下
候
共
、
何
分
ニ
茂

渡
世
ニ
罷
成
候
様
被
仰
付
被
下
候
ハ
ヽ
重
々
難
有
可
奉
存
候
、

以
上 

　
　

享
保
八
年
卯
十
一
月
廿
五
日 

　
　
　
　
　
　
　
　

御
町
豆
腐
屋
共
代
判　

大
町
四
郎
次 

　
　
　
　
　
　
　
　

右
同
断　
　
　

代
判　

中
町
辰
右
衛
門 

　
　
　
　
　
　
　
　

右
同
断　
　
　

代
判　

八
幡
町
惣
七 

　
　
　
　
　
　
　
　

右
同
断　
　
　

代
判　

荒
町
市
郎
次 

　
　
　
　
　
　
　
　

右
同
断　
　
　

代
判　

北
町
喜
助 

　
　
　
　
　
　
　
　

右
同
断　
　
　

代
判　

南
町
佐
一
兵
衛 

　
　
　

御
町
御
奉
行
様
御
披
露 

 　
　
　
　

恐
れ
な
が
ら
書
付
を
も
っ
て
願
い
上
げ
ま
す
事 

一
、
豆
腐
に
つ
い
て
、
寸
法
も
っ
て
４
文
に
仰
せ
付
け
て
下

さ
い
ま
し
て
、
有
難
く
存
じ
ま
す
。
こ
れ
に
よ
り
、
こ
の

寸
法
の
豆
腐
を
、
皆
で
寄
り
合
っ
て
拵
え
て
み
ま
し
た
と

こ
ろ
、
思
い
の
ほ
か
元
（
原
料
）
が
必
要
で
、
殊
に
大
豆

も
高
値
に
な
っ
て
い
る
の
で
、
い
よ
い
よ
も
っ
て
商
売
に

な
ら
ず
、
迷
惑
し
て
お
り
ま
す
。
先
だ
っ
て
の
仰
せ
付
け

ら
れ
に
も
、
採
算
が
合
わ
な
い
者
は
無
用
で
あ
る
と
仰
せ

出
さ
れ
て
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
他
に
商
売
を
替
え
る
こ
と

も
で
き
な
い
者
ど
も
に
御
座
い
ま
す
の
で
、
な
に
と
ぞ
御

慈
悲
を
も
っ
て
、
４
寸
に
２
寸
の
寸
法
で
御
座
い
ま
し
た

ら
値
段
を
御
上
げ
成
し
下
さ
れ
る
か
、
ま
た
は
、
４
文
の

豆
腐
で
御
座
い
ま
し
た
ら
、
右
の
寸
法
を
小
さ
く
仰
せ
つ

け
て
下
さ
る
か
、
何
分
に
も
商
売
に
な
る
よ
う
に
仰
せ
付

け
て
下
さ
れ
れ
ば
、
重
々
有
難
く
存
じ
ま
す
。
以
上
。 

   

 

　
　
　
　

覚 

一
、
四
寸
ニ
弐
寸
豆
腐
ハ
生
大
豆
三
升
、
代
五
拾
七
文 

一
、
に
か
り　
　

代
八
文 

一
、
薪　
　
　
　

代
拾
弐
文 

一
、
あ
わ
け
し　

代
三
文 

　
　
　

〆
八
拾
文 

　

右
之
通
ニ
御
座
候
得
者
、
拾
丁
ニ
付
百
文
ニ
売
申
候
ヘ
ハ

弐
拾
文
宛
利
有
之
候
、
一
日
ニ
弐
箱
出
来
申
候 

 

一
、
三
寸
弐
分
ニ
高
サ
壱
寸
三
分
之
豆
腐
ハ 

　
　

生
大
豆
壱
升
弐
合
六
勺
、
此
代
弐
拾
四
文 

一
、
に
か
り　
　

代
三
文 

一
、
薪　
　
　
　

代
四
文 

一
、
あ
わ
け
し　

代
壱
文 

　
　
　

〆
三
拾
弐
文 

　

右
之
通
御
座
候
得
者
、
拾
丁
ニ
付
四
十
文
ニ
売
申
候
ヘ
ハ
、

八
文
宛
利
相
見
へ
申
候
、
此
通
ニ
御
座
候
ヘ
ハ
、
仕
能
渡

世
ニ
罷
成
申
候
、
但
シ
一
日
ニ
四
箱
宛
出
来
申
候
、
以
上 

　
　
　

卯
十
一
月 

 　
　

一
、
４
寸
に
２
寸
の
豆
腐
は 

生
大
豆
３
升　

代
５
７
文 

　
　

一
、
に
が
り　
　
　

代
８
文 

　
　

一
、
薪　
　
　
　
　

代
１
２
文 

　
　

一
、
泡
消
し　
　
　

代
３
文 

　
　
　
　
　

〆　

８
０
文 

　
　
　

右
の
通
り
に
御
座
い
ま
す
れ
ば
、
１
０
丁
に
つ
き
１
０

０
文
で
売
れ
ば
、
２
０
文
づ
つ
の
利
益
が
あ
り
ま
す
。

１
日
に
２
箱
を
作
れ
ま
す
。 

 

　

一
、
３
寸
２
分
に
高
さ
１
寸
３
分
の
豆
腐
は 

　
　
　

生
大
豆
１
升
２
合
６
勺　

代
２
４
文 

　
　

一
、
に
が
り　
　
　
　
　
　
　

代
４
文 

　
　

一
、
薪　
　
　
　
　
　
　
　
　

代
４
文 

　
　

一
、
泡
消
し　
　
　
　
　
　
　

代
１
文 

　
　
　
　
　

〆　

３
２
文 

　
　
　

右
の
通
り
に
御
座
い
ま
す
れ
ば
、
１
０
丁
に
つ
き
４
０

文
で
売
れ
ば
、
８
文
づ
つ
の
利
益
が
期
待
さ
れ
ま
す
。

こ
の
通
り
に
御
座
い
ま
す
れ
ば
、
よ
い
商
売
に
な
り
ま

す
。
但
し
、
１
日
に
４
箱
を
作
れ
ま
す
。
以
上 
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【
享
保
８
年
（
１
７
２
３
）
１
２
月
６
日
】 

先
達
而
大
豆
下
直
ニ
付
、
豆
腐
寸
法
古
法
之
通
四
寸
四
方
・

高
サ
弐
寸
ニ
申
付
候
処
、
願
申
出
候
、
依
之
三
寸
五
分
四
方
・

高
サ
壱
寸
五
分
ニ
し
て
直
段
四
銭
ニ
相
定
申
付
候
、
然
共
此

以
後
大
豆
各
別
之
直
段
ニ
候
ハ
ヽ
、
於
其
時
可
申
付
候 

 

先
だ
っ
て
、
大
豆
下
値
に
つ
き
、
豆
腐
寸
法
古
法
の
通
り

４
寸
四
方
・
高
さ
２
寸
に
申
し
付
け
た
と
こ
ろ
、
願
い
の

申
し
出
が
あ
っ
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
３
寸
５
寸
四
方
・
高

さ
１
寸
５
分
に
し
て
、
値
段
４
文
に
定
め
申
し
付
け
る
。

し
か
れ
ど
も
、
こ
れ
以
後
、
大
豆
が
格
別
な
値
段
に
な
っ

た
な
ら
ば
、
そ
の
時
に
お
い
て
申
し
付
け
る
。 

  

【
享
保
８
年
（
１
７
２
３
）
１
２
月
６
日
】 

乍
恐
口
上
之
覚 

一
、
豆
腐
之
儀
、
三
寸
五
分
四
方
、
高
サ
壱
寸
五
分
ニ
而
直
段

四
銭
ニ
御
慈
悲
を
以
此
度
被
仰
付
被
成
下
候
、
皆
々
難
有
奉

存
候
、
箱
之
儀
者
、
只
今
迄
所
持
仕
候
箱
、
寸
法
不
同
ニ
御

座
候
間
、
十
五
日
迄
之
内
新
に
箱
拵
、
右
寸
法
被
仰
付
被
成

下
候
通
可
仕
候
、
以
上 

　
　
　

享
保
八
年
卯
極
月
六
日　
　
　
　

大
町　
　

四
郎
次 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

中
町　
　

辰
右
衛
門 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

八
幡
町　

惣
七 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

荒
町　
　

市
郎
次 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

北
町　
　

喜
助 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

南
町　
　

佐
一
兵
衛 

 

恐
れ
な
が
ら
口
上
の
覚 

　

一
、
豆
腐
に
つ
い
て
、
３
寸
５
分
四
方
、
高
さ
１
寸
５
分
に

て
、
値
段
４
文
に
、
御
慈
悲
を
も
っ
て
こ
の
度
仰
せ
付
け

て
下
さ
い
ま
し
て
、
皆
々
有
難
く
存
じ
て
お
り
ま
す
。
箱

に
つ
い
て
は
、
只
今
ま
で
所
持
し
て
い
る
箱
は
寸
法
も
不

同
で
御
座
い
ま
す
の
で
、
１
５
日
ま
で
の
内
に
新
た
に
箱

を
拵
え
、
右
の
寸
法
仰
せ
付
け
て
下
さ
い
ま
し
た
通
り
に

し
ま
す
。 

 

【
享
保
９
年
（
１
７
２
４
）
５
月
１
６
日
】 

　

当
日
寄
合
無
之
候 

一
、
十
六
日
御
会
所
御
用　
　
　
　
　

道
場
町　

七
右
衛
門 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

北
町　
　

喜
助 

今
日
会
所
為
賄
豆
腐
取
寄
候
処
、
被
仰
付
候
寸
法
と
違
、
不

調
法
ニ
候
、
依
之
惣
豆
腐
屋
共
過
料
弐
拾
貫
文
可
出
之
、
以

後
寸
法
於
相
違
ニ
、
仲
間
可
吟
味
、
過
料
不
相
免
候
、
此
旨

御
年
寄
中
御
列
座
ニ
而
被
仰
聞
候
、
右
之
趣
可
被
申
渡
候
、

以
上 

　
　
　

辰
五
月
十
六
日 

 

　
　

今
日
、
会
所
で
の
賄
い
の
た
め
に
豆
腐
を
取
り
寄
せ
た
と

こ
ろ
、
仰
せ
付
け
ら
れ
た
寸
法
と
違
い
、
不
調
法
で
あ
る
。

こ
れ
に
よ
り
、
惣
豆
腐
屋
ど
も
（
＝
全
て
の
豆
腐
屋
）
に
過

料
２
０
貫
文
を
出
さ
せ
る
。
以
後
、
寸
法
違
い
が
あ
れ
ば
、

仲
間
の
取
調
べ
を
行
い
、
過
料
は
免
れ
な
い
。
こ
の
旨
、
御

年
寄
中
御
列
座
の
場
に
て
仰
せ
聞
か
さ
れ
た
。
右
の
趣
を

申
し
渡
す
よ
う
に
。 

  

【
享
保
９
年
（
１
７
２
４
）
５
月
１
８
日
】 

一
、
同
日
伝
兵
衛
方
ゟ
廻
状
う
つ
し 

今
日
、
三
郎
左
衛
門
様
御
登
城
被
成
候
、
御
老
中
様
方
上
り

被
仰
付
候
ハ
、
豆
腐
屋
と
も
御
家
中
ゟ
相
調
ヒ
参
候
ヘ
ハ
無

之
由
ニ
而
相
払
不
申
候
、
手
を
廻
し
御
買
候
得
者
、
町
方
ハ

相
払
之
由
、
不
届
ニ
思
召
候
、
急
度
致
吟
味
、
た
れ
／
＼
当

分
商
売
候
哉
、
た
れ
／
＼
相
止
候
哉
、
印
形
取
差
上
候
様
ニ

被
仰
付
候
、
依
之
肝
煎
と
も
召
呼
、
急
度
吟
味
致
候
様
ニ
申

付
候 

 

一
、
同
日
（
５
月
１
８
日
）
伝
兵
衛
方
よ
り
の
廻
状
写
し 

今
日
、
三
郎
左
衛
門
様
が
御
登
城
な
さ
れ
、
御
老
中
様
方

へ
上
り
、
仰
せ
付
け
ら
れ
た
の
は
（
以
下
の
通
り
）。 

「
豆
腐
屋
ど
も
は
、
御
家
中
よ
り
（
豆
腐
を
）
調
達
し
に

参
っ
た
時
に
は
、（
豆
腐
は
）
な
い
と
言
っ
て
売
ら
な
い

が
、
手
を
回
し
て
買
え
ば
、
町
方
へ
は
（
豆
腐
を
）
売

っ
て
い
る
と
の
こ
と
。
不
届
き
で
あ
る
。
厳
し
く
取
調

べ
を
行
い
、
誰
々
は
当
分
商
売
す
る
の
か
、
誰
々
は
（
豆

腐
売
り
を
）
止
め
る
の
か
、
印
形
を
取
っ
て
差
し
出
す

よ
う
に
仰
せ
付
け
ら
れ
た
。」 

　

こ
れ
に
よ
り
、
肝
煎
ど
も
を
召
し
呼
び
、
厳
し
く
取
調
べ

を
致
す
よ
う
申
し
付
け
る
。


